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八
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告
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成
二
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毒
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劇
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取
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験
の
実
施
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…
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…
八
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三

○
指
定
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変
更
保
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在
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分
明
通
知
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…
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…
…
…
…
八
〇
四
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肥
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の
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録
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
八
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四

○
土
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改
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退
任
…
…
…
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
〇
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
〇
五

○
公
共
測
量
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
〇
六

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
二
日
ま
で
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
島
上
条
宮
久
保
絵
見
堂
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

甲
斐
市
龍
地
字
滝
ヶ
池
六
五
二
七
番
の
一
地
先
か

旧

三
・
〇
〜

一
〇
二
八
・
〇

ら

四
四
・
〇

甲
斐
市
団
子
新
居
字
中
原
六
二
一
番
の
四
地
先
ま

で甲
斐
市
龍
地
字
滝
ヶ
池
六
六
〇
四
番
の
一
地
先
か

一
八
・
〇
〜

一
一
五
〇
・
〇

ら

七
一
・
〇

甲
斐
市
団
子
新
居
防
沢
川
右
岸
堤
防
敷
地
先
ま
で

甲
斐
市
龍
地
字
滝
ヶ
池
六
六
〇
四
番
の
一
地
先
か

新

一
八
・
〇
〜

一
一
五
〇
・
〇

ら

七
一
・
〇

甲
斐
市
団
子
新
居
防
沢
川
右
岸
堤
防
敷
地
先
ま
で

公
　
　
　
告

'

平
成
二
十
三
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
の
実
施

毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
三
百
三
号
）
第
八
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
平
成
二
十
三
年
度
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
試
験
日
時

平
成
二
十
四
年
二
月
十
一
日
（
土
）
午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二
　
試
験
場
所

甲
府
市
池
田
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
立
大
学
池
田
キ
ャ
ン
パ
ス

三
　
試
験
の
種
類

１
　
一
般
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

２
　
農
業
用
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

３
　
特
定
品
目
毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験

四
　
受
験
資
格

学
歴
、
年
齢
及
び
性
別
を
問
わ
な
い
。

五
　
試
験
の
方
法
及
び
科
目

１
　
筆
記
試
験

（一）

毒
物
及
び
劇
物
に
関
す
る
法
規

（二）

基
礎
化
学

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

八
〇
三

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
三
年

十
一
月
二
十
一
日

第
二
千
百
八
十
三
号

月　曜　日



（三）

毒
物
及
び
劇
物
の
性
質
及
び
貯
蔵
そ
の
他
取
扱
方
法

２
　
実
地
試
験

毒
物
及
び
劇
物
の
識
別
及
び
取
扱
方
法

六
　
受
験
願
書
の
提
出
方
法

各
保
健
福
祉
事
務
所
（
保
健
所
（
支
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。））
に
提
出
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、

山
梨
県
外
に
住
所
を
有
す
る
者
は
、
山
梨
県
福
祉
保
健
部
衛
生
薬
務
課
（
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六

番
一
号
）
に
提
出
す
る
こ
と
。

七
　
受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
四
年
一
月
五
日
（
木
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
月
）
ま
で
の
山
梨
県
の
休
日
を
定
め
る
条

例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
毎
日
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、

書
留
郵
便
と
し
、
同
月
五
日
（
木
）
か
ら
同
月
十
二
日
（
木
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と

す
る
。

八
　
提
出
書
類

１
　
受
験
願
書

２
　
住
民
票
（
本
籍
が
記
載
さ
れ
た
も
の
、
発
行
日
か
ら
六
月
以
内
の
も
の
に
限
る
。）

３
　
写
真
（
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
、
無
帽
、
上
半
身
像
、
縦
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、

横
四
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
で
あ
っ
て
、
裏
面
に
氏
名
を
記
載
し
た
も
の
を
願
書
の
写
真

欄
に
貼
り
付
け
る
こ
と
。）

九
　
受
験
手
数
料

一
万
五
百
円
（
受
験
願
書
に
一
万
五
百
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
、

消
印
は
し
な
い
こ
と
。）

手
数
料
は
、
出
願
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し
な
い
。

十
　
合
格
者
の
発
表

平
成
二
十
四
年
三
月
九
日
（
金
）
午
前
十
時
に
県
庁
東
側
及
び
県
内
各
保
健
福
祉
事
務
所
（
保
健

所
）
の
掲
示
板
並
び
に
山
梨
県
福
祉
保
健
部
衛
生
薬
務
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
受
験
番
号
で

発
表
す
る
。
ま
た
、
合
格
者
に
は
合
格
証
書
を
交
付
す
る
。

十
一
　
問
い
合
わ
せ
先

詳
細
に
関
し
て
は
、
山
梨
県
福
祉
保
健
部
衛
生
薬
務
課
（
電
話
〇
五
五
―
二
二
三
―
一
四
九
一
）

に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

'

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、

通
知
の
内
容
を
大
月
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
字
ウ
シ
ロ
ヤ
二
九
三
八

山
口
八
郎

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
字
ウ
シ
ロ
ヤ
二
九
四
六
、
二
九
四
七

知
見
康
一
郎

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
字
ウ
シ
ロ
ヤ
二
九
四
八
、
二
九
五
〇
、
川
上
喜
彦

二
九
五
一
の
乙
、
二
九
五
四
、
二
九
五
五

大
月
市
猿
橋
町
猿
橋
字
ウ
シ
ロ
ヤ
二
九
六
六

知
見
成
徳

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
大
月
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
三
年
十
月
十
二
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
九
百
九
十
号

'

肥
料
の
登
録

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
肥
料
の

登
録
を
し
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

八
〇
四



山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

登
録
番
号

肥
料
の

肥
料
の

保
証
成
分

そ
の

生
産
業
者
の
氏
名
又
は
登
録
の
有
効
期

種
類

名
称

量
（
％
）

他
の

名
称
及
び
住
所

限

規
格

山
梨
県
第

乾
燥
菌

富
士
忍

窒
素
全
量

公
定

株
式
会
社
富
士
忍
野
食
平
成
二
十
六
年

十
八
号

体
肥
料

野
有
機

五
・
五
％

規
格

品

九
月
十
一
日

以
上

の
と

山
梨
県
南
都
留
郡
忍
野

お
り

村
内
野
三
三
八
六
番
地

一

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
塩
川

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
　
事

五
味
　
篤

韮
崎
市
藤
井
町
坂
井
七
九
九

平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日

'

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
河
口

綜
合
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
退
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

退
　
任
　
年
　
月
　
日

理
事
長

小
河
原
彦
一

富
士
河
口
湖
町
河
口
二
八
四
〇
番
地
二
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

理
　
事

三
浦
　
静
雄

同
　
　
　
　
　
　
　
五
八
番
地

同

同

林
　
　
義
人

同
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
八
番
地

同

同

梶
原
　
民
博

同
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
八
番
地

同

同

中
村
　
義
朗

同
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
七
番
地
五
同

同

駒
井
　
仁

同
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
五
番
地

同

同

小
河
原
豊
明

同
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
六
番
地
一
同

同

梶
原
　
甚
蔵

同
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
〇
番
地

同

同

外
川
　
貞
治

同
　
　
　
　
　
　
　
一
六
八
九
番
地
二
同

監
　
事

三
浦
　
寿
夫

同
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
一
番
地
一
同

同

山
崎
　
光
晴

同
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六
三
番
地
一
同

同

伊
藤
　
隆
夫

同
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
二
番
地
四

同

二
　
就
　
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住
　
　
　
　
　
　
　
所

就
　
任
　
年
　
月
　
日

理
事
長

小
河
原
彦
一

富
士
河
口
湖
町
河
口
二
八
四
〇
番
地
二
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日

理
　
事

伊
藤
　
隆
夫

同
　
　
　
　
　
　
　
三
〇
二
番
地
四

同

同

古
屋
　
道
雄

同
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
六
番
地

同

同

三
浦
　
寿
夫

同
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇
一
番
地
一
同

同

林
　
　
義
人

同
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
八
番
地

同

同

中
村
　
義
朗

同
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
七
番
地
五
同

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

八
〇
五



同

小
河
原
豊
明

同
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
六
番
地
一

同

同

塩
沢
　
良
夫

同
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
七
番
地

同

同

梶
原
　
甚
蔵

同
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
〇
番
地

同

監
　
事

渡
辺
　
昇

同
　
　
　
　
　
　
　
九
三
九
番
地
四

同

同

梶
原
　
民
博

同
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
八
番
地

同

同

駒
井
　
仁

同
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
五
番
地

同

'

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
付
け
で
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
甲
府
河

川
国
道
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
作
業
種
類
　
基
準
点
測
量
（
３
級
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
五
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
甲
斐
市
竜
王
地
内

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
百
八
十
三
号
　
　
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
一
日

八
〇
六


